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「
会
社
法
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律

の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
」
に
よ
り
組

合
法
、
団
体
法
が
改
正
さ
れ
今
年
の
５

月
１
日
か
ら
施
行
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

当
面
重
要
と
思
わ
れ
る
議
事
録
の
作

成
方
法
に
つ
い
て
は
本
誌
７
月
号
で
お

知
ら
せ
し
た
と
こ
ろ
で
す
が
、
こ
こ
で

再
度
作
成
例
を
示
し
て
説
明
す
る
。

■
理
事
会
議
事
録

理
事
会
議
事
録
に
つ
い
て
は
、
原
則

と
し
て
、
漓
理
事
会
の
議
事
の
経
過
の

要
領
及
び
そ
の
結
果
滷
決
議
を
要
す
る

事
項
に
つ
い
て
特
別
の
利
害
関
係
を
有

す
る
理
事
が
あ
る
と
き
は
当
該
理
事
の

氏
名
澆
理
事
会
に
出
席
し
た
理
事
及
び

監
事
の
氏
名
潺
議
長
の
氏
名
、
を
記
載

す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。

な
お
、
従
来
の
記
載
事
項
（
改
正
前

組
合
法
、
団
体
法
が
準
用
し
て
い
た
旧

商
法
第
２
６
０
条
ノ
４
第
１
項
及
び
第

２
項
及
び
定
款
規
定
）
に
基
づ
き
既
に

作
成
さ
れ
た
理
事
会
議
事
録
に
つ
い
て

は
、「
滷
決
議
を
要
す
る
事
項
に
つ
い

て
特
別
の
利
害
関
係
を
有
す
る
理
事
が

あ
る
と
き
は
当
該
理
事
の
氏
名
」
以
外

は
改
正
規
則
に
定
め
る
事
項
が
記
載
さ

れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、「
滷
決
議
を
要
す
る

事
項
に
つ
い
て
特
別
の
利
害
関
係
を
有

す
る
理
事
が
あ
る
と
き
は
当
該
理
事
の

氏
名
」
及
び
「
潺
理
事
会
に
出
席
し
た

監
事
の
氏
名
」
に
該
当
す
る
場
合
は
、

そ
の
旨
を
追
加
記
載
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
改
正
施
行
規
則
に
規
定
さ
れ

た
記
載
事
項
は
、
最
低
限
の
記
載
事
項

で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
記
載
し
て
い
た

「
招
集
年
月
日
」「
理
事
数
及
び
そ
の
出

席
者
数
」「
議
案
別
の
議
決
の
結
果（
可

決
、否
決
の
別
及
び
賛
否
の
議
決
権
数

並
び
に
賛
成
し
た
理
事
の
氏
名
及
び
反

対
し
た
理
事
の
氏
名
）」
が
記
載
さ
れ

て
い
て
も
議
事
録
の
有
効
性
に
何
ら
影

響
を
及
ぼ
さ
な
い
こ
と
か
ら
、
適
宜
記

載
し
て
差
し
支
え
な
い
も
の
と
考
え
る
。

な
お
、理
事
会
議
事
録
に
つ
い
て
は
、

署
名
と
記
名
押
印
を
任
意
に
選
択
す
る

こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
登

記
に
関
し
て
は
改
正
組
合
法
第
１
０
３

条
（
改
正
団
体
法
に
お
い
て
は
第
５
条

の
23
第
５
項
、
第
54
条
に
お
い
て
改
正

組
合
法
第
１
０
３
条
を
準
用
）
に
お
い

て
、
商
業
登
記
法
第
１
４
８
条
が
準
用

さ
れ
、
同
条
に
よ
り
商
業
登
記
規
則
が

適
用
さ
れ
て
お
り
、
従
来
ど
お
り
、
代

表
理
事
の
登
記
等
に
あ
っ
て
は
商
業
登

記
規
則
に
基
づ
き
記
名
押
印
が
求
め
ら

れ
る
場
合
が
あ
る
。

■
総
会
議
事
録

総
会
議
事
録
に
つ
い
て
は
、
漓
総
会

が
開
催
さ
れ
た
日
時
及
び
場
所
滷
議
事

の
経
過
の
要
領
及
び
そ
の
結
果
澆
出
席

し
た
理
事
及
び
監
事
の
氏
名
潺
議
長
の

氏
名
潸
議
事
録
作
成
に
係
る
職
務
を
行

な
っ
た
理
事
の
氏
名
、
を
記
載
す
る
こ

と
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
総
会
議
事
録
に

つ
い
て
は
改
正
法
に
よ
り
、
署
名
（
又

は
記
名
押
印
）
は
不
要
と
な
っ
た
。

な
お
、従
来
の
記
載
事
項（
改
正
前
組

合
法
、
団
体
法
が
準
用
し
て
い
た
旧
商

法
第
２
４
４
条
第
１
項
及
び
第
２
項
、

及
び
定
款
規
定
）
に
基
づ
き
既
に
作
成

さ
れ
た
議
事
録
に
つ
い
て
は
、「
澆
出
席

し
た
理
事
及
び
は
監
事
の
氏
名
」
中
の

「
監
事
の
氏
名
」
及
び
潸
議
事
録
作
成

に
係
る
職
務
を
行
っ
た
理
事
の
氏
名
以

外
は
改
正
規
則
に
定
め
る
事
項
が
記
載

さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
総
会
議
事
録
に
あ
っ

て
は
、
監
事
が
出
席
し
て
い
た
場
合
に

は
従
来
の
議
事
録
に
監
事
の
氏
名
と
議

事
録
を
作
成
し
た
理
事
の
氏
名
を
追
加

す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

ま
た
、
改
正
施
行
規
則
に
規
定
さ
れ

た
記
載
事
項
は
、
最
低
限
の
記
載
事
項

で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
記
載
し
て
い
た

「
招
集
年
月
日
」「
組
合
員
数
及
び
そ
の

出
席
者
数
」「
議
案
別
の
議
決
の
結
果

（
可
決
、
否
決
の
別
及
び
賛
否
の
議
決

権
数
）」
が
記
載
さ
れ
て
い
て
も
議
事

録
の
有
効
性
に
何
ら
影
響
を
及
ぼ
さ
な

い
こ
と
か
ら
、
適
宜
記
載
し
て
差
し
支

え
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

＊
今
回
の
改
正
に
よ
り
、
議
長
及
び

出
席
理
事
の
署
名
又
は
記
名
押
印
が
不

要
と
な
っ
た
が
、
既
存
の
多
く
の
組
合

で
は
、
定
款
と
の
整
合
性
を
確
保
す
る

観
点
か
ら
、
議
長
及
び
出
席
理
事
の
署

名
又
は
記
名
押
印
が
必
要
で
あ
る
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
不
要
の
根
拠
が

準
用
し
て
い
た
商
法
第
２
４
４
条
第
２

項
「
議
事
録
ニ
ハ
（
略
）
議
長
並
ニ
出

席
シ
タ
ル
理
事
之
ニ
署
名
ス
ル
コ
ト
ヲ

要
ス
」
の
条
文
が
改
正
に
伴
い
組
合
法

等
で
削
除
さ
れ
た
こ
と
に
よ
る
。

一
方
、
定
款
に
は
「
総
会
の
議
事
録

は
、
議
長
及
び
出
席
し
た
理
事
が
作
成

し
、
こ
れ
に
署
名
す
る
も
の
と
す
る
。」

と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
法
律
に
規
定
の

な
い
場
合
は
定
款
の
規
定
に
よ
る
の

で
、
定
款
変
更
を
行
な
わ
な
い
限
り
、

議
長
及
び
出
席
理
事
の
署
名
又
は
記
名

押
印
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

＊
次
謨
の
書
式
は
、
既
存
組
合
用
の
考

え
ら
れ
る
参
考
例
の
一
つ
で
す
。
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第　回理事会議事録

×××組合

１．招集年月日　平成　年　月　日

２．開催日時及び場所

盧開催日時　平成　年　月　日（曜）午後　時

盪開催場所

３．理事数及び出席理事数

盧理事数　人

盪出席理事数　人

４．出席理事の氏名

５．出席監事の氏名

６．議長の氏名

７．議決事項について特別の利害関係を有する理事

の氏名

第△号議案について　○○○

８．議事の経過の要領及びその結果（議案別の議決

の結果、可決、否決の別及び賛否の議決権数並

びに賛成した理事の氏名及び反対した理事の氏

名）

定款の規定により理事長○○○議長席に着

き、直ちに議案の審議に入る。

第１号議案　平成○年度通常総会提出議案の件

議長は上記を提案して説明したところ、○○

○は原案に反対したが、他の理事全員が賛成し

たので原案どおり決定した。

議決権数　個

賛成理事の氏名　

反対理事の氏名　

（省略）

以上ですべての議案の審議を終了し、午後

時　分に閉会した。

平成　年　月　日

議長・理事　　　　　　　○○○　賤

出席理事　　　　　　　　○○○　賤

出席理事　　　　　　　　○○○　賤

第　年度○○総会議事録

×××組合

１．招集年月日　平成　年　月　日

２． 開催日時及び場所

盧開催日時　平成　年　月　日（曜）午後　時

盪開催場所

３． 組合会員数及び出席組合員数

盧組合員数　名

盪出席組合員数　名

内訳（本人出席　名、委任状出席　名、

書面出席　名）

４． 出席理事の氏名

５． 出席監事の氏名

６． 議長の氏名

７． 議事録作成に係る職務を行った理事の氏名

８． 議長選任の経過

定刻に至り司会者○○○開会を宣し、本日の

（通常）総会は出席組合員が法定数を満たして

いるので有効に成立した旨を告げ、議長の選任

方法を諮ったところ、満場一致をもって○○○

が選任され議案の審議に入った。

９．議事の経過の要領及びその結果（議案別の議決

の結果、可決、否決の別及び賛否の議決権数）

第１号議案　平成○年度決算関係書類承認の件

議長は原案を○○○に説明させた後これを議

場に諮ったところ、満場一致をもって原案どお

り承認した。

（省略）

議長は以上をもって議案の全部を修了した　　

旨を告げ、閉会を宣した。

時に午後　時　分

上記の議事の明確なるを証するため、本議事

録を作成し、議長及び出席理事は次ぎのとおり

記名押印する。

平成　年　月　日

議長・理事　　○○○　賤

出席理事　　　○○○　賤

出席理事　　　○○○　賤

【既存組合の議事録の一例】

…
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